
さいたま市の相談窓口

※�　令和 �年 �月 �日から

どこに相談してよいか迷ったら・・・・どこに相談してよいか迷ったら・・・・

まずは発達障害者支援センターにご相談ください。まずは発達障害者支援センターにご相談ください。
　発達障害者支援センターでは、さいたま市内にお住まいの本人、家族、
関係者などからの、発達障害に関する様々な相談に応じています。
　各種情報提供や対応についての助言、継続的な相談支援を行います。
※継続的な相談支援については、ご本人が �� 歳以上の方を対象
　としております。��歳未満の方については、年齢や相談内容
　に応じた相談機関について情報提供等をしています。
※相談は予約制です。まずはお電話等でご相談ください。

TEL:���-����
FAX:���-����

これらの相談機関の他にもこれらの相談機関の他にも

「発達障害者相談員」が電話相談に応じています。「発達障害者相談員」が電話相談に応じています。
　「発達障害者相談員」が障害のある人やその家族などからの生活上の相談
に応じ、同じ背景を持つ立場から助言その他の必要な援助を行います。
　詳しくは障害福祉課までおたずねください

障害福祉課　TEL：���-���� FAX：���-����
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